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船舶事故調査報告書 

 

平成２５年１１月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年６月１６日 ０８時２５分ごろ 

発生場所 熊本県上天草市唐
から

網代
じ ろ

鼻西南西方沖 

 唐網代鼻灯台から真方位２５３°１８５ｍ付近 

（概位 北緯３２°２２.６′ 東経１３０°２１.２′） 

事故調査の経過 平成２５年７月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第十共栄
きょうえい

丸、４.２トン 

ＫＭ３－２９４２２（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９８ｍ（Lr）×２.５８ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数８０、昭和６３年１１月３日 

Ｂ 漁船 大地
だ い ち

丸、１.１８トン    

   ＫＭ３－２５３５１（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.１０ｍ（Lr）×１.５８ｍ×０.５６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１４、昭和５４年１２月２０日           

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４９歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５９年５月３１日 

    免許証交付日 平成２０年１０月２２日 

            （平成２５年１０月２９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６０歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５７年６月１０日 

    免許証交付日 平成２４年８月２３日 

           （平成２９年９月２４日まで有効）    

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部及び船首船底部に擦過傷 

Ｂ 全損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、僚船から、操業を開始するの

で、上天草市大道
おおどう

漁港に向かうようにとの連絡を受け、約２１ノット
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（kn）の速力により、船首が浮上して船首方に死角が生じた状態で大

道漁港に向けて航行した。 

船長Ａは、Ａ船が唐網代鼻から西方向に築造された長さ約１３０ｍ

の防波堤（以下「本件防波堤」という。）付近に差し掛かり、左舷船

首方で漂泊中の釣り船に気を取られていたところ、平成２５年６月１

６日０８時２５分ごろ、唐網代鼻西南西方沖において、Ａ船の船首部

とＢ船とが衝突した。 

船長Ａは、音がして衝撃を感じた次の瞬間、Ａ船の右舷側におい

て、Ｂ船の機関室囲壁が壊れて飛び散り、船長Ｂが海に転落するのが

見え、さらに、右舷船首方至近距離にＢ船が船尾を向ける態勢で前進

して行くのが見えたので、とっさにクラッチを一気に後進へ入れたと

ころ、機関が停止した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、定係地である大道漁港に向けて

帰航中、船長Ｂが、左舷船尾の床に腰を下ろし、右手で舵棒を握って

操舵を行い、本件防波堤に沿って約３０ｍ離し、約１～２kn の速力で

航行していた。 

船長Ｂは、本件防波堤の先端に近づいたので、大道漁港内に向けて

右転しようと思い、右方を向いたとき、後方から接近して来たＡ船の

船首部が見え、次の瞬間、両船が衝突した。 

船長Ａは、僚船に漁業無線で事故の発生を連絡し、周囲を見回した

ところ、Ａ船の後方１０～２０ｍ付近で泳いでいる船長Ｂを発見した

ので、到着した僚船に無人で航行を続けているＢ船を停船させるよう

に依頼した後、後進で船長Ｂに接近して救助した。 

 Ａ船は、病院に近い、上天草市高戸
た か ど

漁港に入港し、船長Ｂは、救急

車で病院へ搬送された。  

 船長Ｂは、搬送された病院では打撲と診断されたが、１６日の夕方

に転院した病院において、左腎臓の外傷及び腰椎
ようつい

横突起骨折と診断さ

れた。 

Ｂ船は、Ａ船の僚船に横抱きされて大道漁港へ入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏  

 その他の事項 

 

 船長Ａは、衝突するまでＢ船に気付かなかった。 

 船長Ａは、ふだん、大道漁港付近には釣り船が多いので、注意して

航行するようにしていた。 

Ａ船は、まき網船団の探索船兼運搬船であり、操業が始まれば、他

の船舶が操業区域内に入らないように見張りを行う必要があったの

で、操業場所への到着を急いでいた。 

 Ａ船が、大道漁港に向けて航行を開始してから衝突するまでの時間

は、約２～３分であった。 

 Ａ船及びＢ船は、レーダーがなかった。 
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 船長Ｂは、左舷船首方で漂泊中の釣り船を視認していた。 

船長Ｂの衣服には、船底塗料が付着していた。 

 船長Ｂは、救命胴衣をＢ船に積み込んでいたが、着用していなかっ

た。 

 Ａ船では、約２１kn の速力で航走したとき、船首浮上により、船長

Ａが操舵室に腰を掛けた状態において、へさきから約２.７ｍ手前付

近に水平線が見えていた。 

したがって、死角の範囲は、正船首から両舷にそれぞれ約７°であ

った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、唐網代鼻西南西方沖を西進中、船長Ａが、左舷船首方で漂

泊中の釣り船に意識を向け、見張りを適切に行っていなかったことか

ら、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、唐網代鼻西南西方沖を西進中、船長Ｂが衝突直前に後方か

ら接近して来たＡ船に気付いたことから、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

 Ａ船は、Ｂ船の船尾方から乗り上がるようにして衝突した可能性が

あると考えられる。  

原因 本事故は、唐網代鼻西南西方沖において、Ａ船及びＢ船が西進中、

Ａ船がＢ船の後方から接近していたところ、船長Ａが見張りを適切に

行っておらず、また、船長Ｂが衝突直前にＡ船に気付いたため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・周囲の見張りを適切に行うこと。 

・漁港等の入口付近を航行するときは、他船と出会う可能性が高い

ことから、減速して航行すること。 

・救命胴衣等の着用を心掛けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


